
申請書送付先・お問い合わせ先

秋田県賃上げ緊急支援事業事務局
〒010-0965 秋田県秋田市八橋新川向 2-19
E-mail:info@akita-chinage.jp TEL:018-827-7113
・受付時間……９:００～１７:００（土・日・祝を除く）
・受付時間外及び土日祝日のお問合せはご遠慮ください。
・多くの個人情報を扱う為、事務局を訪問しての申請書提出や相談はご遠慮いただいております。

特設サイト
https://akita-chinage.jp

「あきた賃上げ緊急支援金 支給要項」は
申請手続き前に必ずご確認ください!

【郵送申請マニュアル】

-2026 年 1 月 5 日版 -



申請に先立ち、必ずご確認くださいますようお願いいたします。

１ あきた賃上げ緊急支援金 支給要項

１目 的
中小企業者等が最低賃金改定に対応し、労働者への賃上げを適切に実施するため、
事業者の賃上げの財源不足といった課題を克服する支援金を支給する。

２支 援 金 概 要
(１) 支給対象事業者

【法人の場合】

①構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする者（同窓会、同好会等）
②特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者
③特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者（後援会等）
④法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
⑤みなし大企業

※1 次の①から⑤に該当する者は除く

1. 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1項に規定する中小企業の 範囲で事
業を営む者であって、法人税法（昭和40年法律第34号）第2条に規定する法人のうち、公
益法人等（宗教法人を除く）、協同組合等及び普通法人(※1)に該当する者であること。

2. 県内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が県
内にあること。ただし、県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている者を除く。

3. 県内の事業所に常時使用する労働者(※2)を１人以上雇用していること。
4. 秋田県税に未納がないこと。
5. 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又

は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
6. 過去５年間に重大な法律違反等がないこと。
7. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
8. 秋田県暴力団排除条例（平成２３年秋田県条例第２９号）第２条第１号に規定する暴力

団及び同条第２号に規定する暴力団員（以下、「暴力団等」という。）に該当せず、かつ、将
来にわたっても該当しないこと。また、暴力団等が当該事業者の経営に事実上参画して
いないこと。

9. 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）
等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。

10.運営費の過半について、国又は地方公共団体からの補助や助成を受けていないこと。

※2 常時使用する労働者とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく
　　「解雇の予告を必要とする者」とし、以下①から④に該当しない者とする。

①会社役員、個人事業主　②日々雇い入れられている者
③２か月以内の期間を定めて使用される者
④季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者
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申請に先立ち、必ずご確認くださいますようお願いいたします。

１ あきた賃上げ緊急支援金 支給要項
【中小企業基本法第２条第１項に掲げる中小企業者】

【個人事業主の場合】

(２) 支援金支給要件

(４) 申請受付期間

① 週所定労働時間が30時間以上の正規雇用労働者1人当たり 5万円
② 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の正規雇用労働者1人当たり 3万円
③ 週所定労働時間が20時間以上の非正規雇用労働者1人当たり 3万円

令和８年１月５日（月）から令和８年６月３０日（火）
※ただし、予算額に達した場合は、令和8年6月30日以前でも受付終了とします。

中小企業者
（下記のいずれかを満たす者）

業　種

製造業・建設業・運輸業
その他の業種

卸売業

サービス業

小売業

資本金の額
または出資の総額

3億円以下

1億円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

常時使用する
従業員の数

300人以下

100人以下

50人以下

100人以下

1. 秋田県内税務署へ開業届を提出していること。

2. 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者の範
囲で事業を営む者であって、前のページ「２支援金概要-（１）支給対象事業者」の3から
10の全てに該当すること。

1. 令和７年８月２５日から令和８年３月３１日までの間に、１時間当りの賃金の額が
１,０００円以下の労働者の賃金を１,０３１円以上に引き上げること。

2. 賃金を引き上げる労働者は、原則、申請時点において、県内事業所に勤務する正規及び非
正規の雇用労働者（国の令和７年度又は令和８年度キャリアアップ助成金（賃金規定等改定
コース）の適用を受けた労働者又は受ける見込みのある労働者を除く。）であること。また、
当該労働者の賃金の引上げについて、支援金支給後１年間、国や県による他の補助金や助成
金の交付を受けない、又は介護職員等処遇改善加算を充てないこと。ただし、週所定労働時
間が２０時間以上であること。

3. 申請時点において、事業所内の全ての労働者の１時間当たりの賃金が１,０３１円以上である
こと。

4. 引き上げ後の賃金水準を１年間継続する見込みがあること。

(３) 支給額　（１事業所当たりの上限額は５０万円）
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申請に先立ち、必ずご確認くださいますようお願いいたします。

１ あきた賃上げ緊急支援金 支給要項

３ 申 請 方 法
下記の申請書類を、オンライン申請又は郵送により、秋田県賃上げ緊急支援事業事務局（以下

「事務局」という。）まで申請（提出）してください。

≪申請方法≫

(１) 申請書類

(２) 提出方法
１　オンライン申請
　　申請フォームにアクセスし、必要事項の入力及び提出書類を添付。
　　※ 申請フォームには申請要項をご確認の上、公式サイトからお進みください。

２　郵送申請
　　申請書類を事務局に送付
　　【送付先（事務局）】
　　住所:〒010-0965 秋田市八橋新川向 2-19
　　宛名:「秋田県賃上げ緊急支援事業事務局」宛

※ オンライン申請は郵送申請と比較してその後の手続きが申請者様もスムーズで、
早い日程での支給が可能です。

① 秋田県賃上げ緊急支援金申請書兼請求書（様式第１号又は様式第２号）　
② 支給対象労働者一覧（様式第３号）　
③ 口座振替依頼書（別添）
④ 支給対象労働者に係る労働条件変更通知書の写し　
⑤ 賃金台帳の写し（賃金改定前月及び賃金改定月分）　
⑥ 支援金振込先の口座に関する情報（金融機関名・口座番号・名義人等）が

分かる書類（預金通帳の写し等）
⑦・法人の場合は、履歴事項全部証明書（申請日から３か月以内のもの）

・個人事業主の場合は、直近の確定申告書（「青色申告」又は「白色申告」）の写し
⑧ 申請事業所が複数ある場合は、別紙（支給対象事業所一覧）

特設ウェブサイト
https://akita-chinage.jp
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申請に先立ち、必ずご確認くださいますようお願いいたします。

１ あきた賃上げ緊急支援金 支給要項

４ 支 援 金 支 給 ま で の 流 れ （ 申 請 受 付 後 ）

5  留 意 事 項

1. 収受通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請（書類到達）のあった申請者に対して、オンライン申請の場合は、事務局から速やか
にメールにより到達確認通知(自動返信)をお送りいたします。郵送申請の場合は、メー
ルアドレス記載の場合はメール、不記載の場合は郵送で「収受通知書」を送付します。

2. 審査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請書類について、事務局及び県で審査を行い、記載内容に不備がある場合には、事務
局から申請者に架電又はメール等により再提出の依頼や修正依頼を行います。

3. 支給決定・不支給決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
審査の結果については、申請者に対し事務局から「審査結果通知書」を発送いたします。

4. 振込　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
審査結果通知書で支給決定された申請者に対して、速やかに振込を行います。　　　　
なお、申請者の銀行口座情報に不備がある場合は、申請者に対して事務局から修正確
認、銀行口座情報の再提出依頼を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀行口座情報を、オンライン又は郵送により、事務局まで提出してください。

1. 申請書類の保管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
支援金の支給を受けた場合は、事業の収支に関する帳簿及び関係書類について支給を
受けた日の属する年度の終了後５年間保管してください。

2. 支援金の返還　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
知事は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、期限を定め
て、その支援金の全部又は一部を返還することになります。　　　　　　　　　　　　
　①この要綱の規定に違反したとき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　②偽りその他不正の手段（詐欺、脅迫、贈賄等刑法（明治４０年法律第４５号）各本条に触れる行為のほ
　　か、刑法上犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に申請書等に虚偽の記載を行い、又は偽
　　りの証明を行うことをいう。）により支援金の支給を受けたとき　　　　　　　　　　　　　　　
　③第５条の要件を満たさないことが判明したとき

3. 調査等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
知事は、支援金の支給に関して、必要があると認めるときは、申請者に対して関係書類
の提出を求め、事情聴取又は訪問調査等を行うこととしています。

6  問 い 合 わ せ 先
【秋田県賃上げ緊急支援事業事務局】
電話:018-827-7113（平日 9:00 ～ 17:00 土・日・祝日を除く）
メール:info@akita-chinage.jp

-4-



申請に先立ち、必ずご確認くださいますようお願いいたします。

２ 申請を始める前の準備

※申請様式につきましては「あきた賃上げ緊急支援金」特設サイトより
　ダウンロードし印刷することが可能です。
※PC 環境が無い場合、ダウンロードがうまく行えない場合は、
　下記事務局までお問い合わせください。
※郵送での申請先も下記事務局宛となります。

① 秋田県賃上げ支援金申請書兼請求書（様式第１号又は様式第２号）　
② 支給対象労働者一覧（様式第３号）　
③ 口座振替依頼書（別添）
④ 支給対象労働者に係る労働条件変更通知書の写し　
⑤ 賃金台帳の写し（賃金改定前月及び賃金改定月分）　
⑥ 支援金振込先の口座に関する情報（金融機関名、口座番号、名義人等）が

分かる書類（預金通帳の写し等）
⑦・法人の場合は、履歴事項全部証明書（申請日から３か月以内のもの）

・個人事業主の場合は、直近の確定申告書（「青色申告」又は「白色申告」）の写し
⑧ 申請事業所が複数ある場合は、別紙（支給対象事業所一覧）

申請には以下の書類が必要です。
【申請書類】

PC環境が整っている方はオンライン申請が便利です。
申請、審査、支給までの手間の軽減にもなりますのでオンラインでの申請をご検討ください。

特設サイト: https://akita-chinage.jp
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３ 郵送申請 申請書記入例

様式第１号 表面（本様式は法人の方のみ記載いただく様式です）

申請者情報は漏れなく
記入してください

①×50,000 円
②×30,000 円
③×30,000 円

の合計を記入してください

申請する対象事業所
を記入してください

申請日（記入日）を
記入してください

平日昼間に事務局と
連絡が取れる番号

「はい】の場合は
支給審査に必要となりますので

必ず記入してください

労働時間等を確認して
記入してください

支援金申請対象外の労働者を含め、
全事業所の合計人数をご記入ください
（会社の規模を確認するためのものです）
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３ 郵送申請 申請書記入例

様式第１号 裏面（本様式は法人の方のみ記載いただく様式です）

内容を必ずご一読いただきすべての欄にチェックをしてください。
すべての宣誓に同意が得られない場合は、支援金の支給はできません。

申請に必須となる書類です。全ての書類が揃っていないと、支援金の
支給はできません。抜け漏れ等が無いようにご準備ください。
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３ 郵送申請 申請書記入例

様式第２号 表面（本様式は個人事業主の方のみ記載いただく様式です）

申請者情報は漏れなく
記入してください

①×50,000 円
②×30,000 円
③×30,000 円

の合計を記入してください

申請する対象事業所
を記入してください

申請日（記入日）を
記入してください

「はい】の場合は
支給審査に必要となりますので

必ず記入してください

労働時間等を確認して
記入してください

平日昼間に事務局と
連絡が取れる番号

支援金申請対象外の労働者を含め、
全事業所の合計人数をご記入ください
（事業の規模を確認するためのものです）
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３ 郵送申請 申請書記入例

様式第２号 裏面（本様式は個人事業主の方のみ記載いただく様式です）

内容を必ずご一読いただきすべての欄にチェックをしてください。
すべての宣誓に同意が得られない場合は、支援金の支給はできません。

申請に必須となる書類です。全ての書類が揃っていないと、支援金の
支給はできません。抜け漏れ等が無いようにご準備ください。
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３ 郵送申請 申請書記入例

別紙【支給対象事業所一覧】（本様式は法人の方、個人事業主の方共通の様式です）

申請事業所が複数ある場合は、別紙（支給対象事業所一覧）が必要です。

Excelシート上で入力する場合はこの部分のみ入力してください。
※様式第1号及び第2号の「対象労働者数」に記入した人数と一致するようにご記入下さい。
※1事業所あたりの申請額が50万円を超えていないかご確認ください。
　①正規雇用労働者数（週平均労働時間30時間以上）×50,000円
　②正規雇用労働者数（週平均労働時間20時間以上30時間未満）×30,000円
　③非正規雇用労働者数（週平均労働時間20時間以上）×30,000円　の合計が申請額となります。
　合計金額が500,000円を超えた場合は500,000円と記入してください。

※申請対象事業所が10事業所を超える場合は、別紙を複製して作成してください。
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３ 郵送申請 申請書記入例

様式第３号（本様式は法人の方、個人事業主の方共通の様式です）

【賃金引き上げ前月・入力分部】

↑Excel シート上では自動計算されます。

申請対象となる労働者の氏名と
雇用形態を記入してください。

給与形態は以下の４つから選択の上、記載します。
月給制:1ヶ月を計算単位として労働者の給与を定め、月１回　
　　　　支払われる給与形態。
　　　　「基本給」の記載欄には、月給として支払うことを　
　　　　定めた額（各種手当等を除く）を記載してください。

日給制:給与が日額で決まっている給与形態。
　　　　「基本給」の記載欄には、日給として支払うことを　
　　　　定めた額を記載してください。

時給制:給与が時間によって決まっている給与形態。
　　　　「基本給」の記載欄には、時給として支払うことを
　　　　定めた額を記載してください。

年俸制:給与総支給額が年間で定められている給与形態。
　　　　「基本給」の記載欄には、年俸として支払うことを
　　　　定めた額（各種手当等を除く）を記載してください。

※時給制、日給制であるにも関わらず曜日によって異なる単
　価を適用している場合は、「給与形態」を「月給制」とし
　て記載し、「基本給」は月の総支給額から各種手当を引い
　た額を記入してください。

月給制:時間給＝（基本給＋諸手当）÷１ヶ月平均所定労働時間

日給制:時間給＝（基本給÷１日の所定労働時間）＋（諸手当÷１ヶ月平均所定労働時間）

時給制:時間給＝基本給＋（諸手当÷１ヶ月平均所定労働時間）
　　　　（各種手当額を反映する必要がありますので、必ずご確認ください）

年俸制:時間給＝（基本給＋諸手当×12）÷年間所定労働時間

※諸手当については、１ヶ月ごとの支給額に基づき計算してください。また、賃金の判断対　
　象となるもののみを記入し、割増賃金（残業）や通勤手当など、対象外となるものは含め　
　ないようにしてください。
※申請にあたっての時間給について、Excelシート上で入力する場合は自動計算されます。

2026年（1月4日～12月28日）における年間所定労働日数は、
土日祝日を休みとした場合 240日
日祝日を休みとした場合 291日 です。

2025年（1月6日～12月27日）における年間所定労働日数は、
土日祝日を休みとした場合 241日
日祝日を休みとした場合 291日 です。
適宜ご参考にしてください。

労働時間の記載にあたっては、以下の定義を適用してください。

年間所定労働時間　　 :年間所定労働日数×1日の所定労働時間
　　　　　　　　　     により計算されます。
1ヶ月平均所定労働時間:年間所定労働時間÷12
　　　　　　　　　　　 により計算されます。
1週間平均労働時間　　:年間所定労働時間÷52
　　　　　　　　　　　 により計算されます。

※年間所定労働日数、1日の所定労働時間を特段設定していない場
　合は、勤務実績に応じて適宜記載してください。
※年間所定労働時間、1ヶ月平均所定労働時間はExcelシート上で
　必要事項を入力すると自動計算されます。

←事業所名を記載してください

↓記載不要

賃金引上げ前、引上げ後のそれぞれについて時間給を換算し、記入をお願いします。
※引上げ前は1,000円以下、引上げ後は1,031円以上でなければ申請対象となりません。
※申請事業所が複数ある場合は、1事業所につき1枚記入してください。

【賃金引き上げ月・入力分部】※各項目の説明は上記と同様です。

↓1,000円以下

↓1,031円以上
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３ 郵送申請 申請書記入例

別添（本様式は法人の方、個人事業主の方共通の様式です）

口座振替依頼書（別添）
※申請者（法人名又は代表者）と振込口座名義が同じ場合はこちらに記入をお願いします。

振込先口座情報を通帳に記載してある通り
「正確に」記入をお願いします。

金融機関コードが不明な場合は各金融機関の
HPに記載されているのでご確認ください。

法人の場合は法人名を、個人事業主の場合は
個人名又は屋号名を記入してください。
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４ 郵送申請 添付書類 ①②③

注意（添付書類が不足している場合は審査を進めることができません。提出前に必ず内容をご確認ください）

添付書類①
支給対象従業員に係る労働条件変更通知書の写し

添付書類②
賃金台帳の写し（賃上げ月・賃上げ月前月）

添付書類③
法人の場合・履歴事項全部証明書 全頁

（申請日から3か月以内のもの）
個人事業主の場合・直近の確定申告書の写し

（「青色申告」「白色申告」）

※ 確定申告を1度もされていない場合は開業届でも可
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４ 郵送申請 添付書類 ④⑤

注意（添付書類が不足している場合は審査を進めることができません。提出前に必ず内容をご確認ください）

普 通 預 金

○ ○ 銀 行
× × 支 店

添付書類④　通帳（振込先口座）の表紙と見開きの写し
通帳の写しは、必ず通帳の「表紙面」と「見開き面」を1部ずつコピーして提出してください。

添付① 通帳（振込先口座）の表紙 添付② 通帳（振込先口座）の見開き

A4 サイズA4 サイズ

重要!【 当座またはネットバンキングをご利用されている皆様へ】
当座、ネットバンキングをご利用されている皆様は通帳の写しを添付する事が物理的にできません。
そこで、通帳の写しに代わる書類として
① 取引照合表（取引部分は黒塗り）② 口座照会ページのスクリーンショット等
カナ名義が分かるものを添付願います。

添付書類⑤ その他知事が必要と認める書類
注意点
① 審査・支給のために、手続き上、追加書類を事務局から提出依頼させていただく場合があります。
② 追加で提出を依頼した書類が期日までに事務局に送付されない場合、審査を進めることができず

「不支給」とさせていただく場合があります。

ここまで準備してきた書類を全て封筒に封入

○○○株式会社
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５ 最終確認

注意（以下の書類で、不備があると支援金の支給ができません。投函前に最終確認をお願いします。）

法人は「履歴事項全部証明書（申請日から３か月以内のもの）」、個人事業主は
「直近の確定申告書（「青色申告」又は「白色申告」）の写し」を封入したか。

様式第１号、または様式第２号「秋田県賃上げ支援金申請書兼請求書」の
表面及び裏面、全て記入し封入したか。

様式第３号「支給対象労働者一覧」に必要事項を記入し封入したか。

別添「口座振替依頼書」に口座情報を記入し封入したか。

支給対象労働者全員分の「労働条件変更通知書の写し」を封入したか。

支給対象労働者全員分の
「賃金台帳の写し（賃金改定前月及び賃金改定月分）」を封入したか。

通帳（振込先口座）の表紙と見開きの写しを、どちらも封入したか。

申請事業所が複数ある場合は、「別紙（支給対象事業所一覧）」を封入したか。
※１事業所の場合は不要

確認欄 確 認 内 容

上記全ての確認が完了した場合（事業所が1事業所の場合「別紙（支給対象事業所一覧）」は不要）

➡下部記載の事務局宛に郵送し、申請を行ってください。

※ 書類に不備や不明な点があった場合は事務局より連絡いたしますのでご対応ください。

申請書送付先・お問い合わせ先

秋田県賃上げ緊急支援事業事務局
〒010-0965 秋田県秋田市八橋新川向 2-19
E-mail:info@akita-chinage.jp TEL:018-827-7113
・受付時間……９:００～１７:００（土・日・祝を除く）
・受付時間外及び土日祝日のお問合せはご遠慮ください。
・多くの個人情報を扱う為、事務局を訪問しての申請書提出や相談はご遠慮いただいております。

特設サイト
https://akita-chinage.jp
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